
被害防止対策の進め方第Ⅰ章



野生鳥獣による農作物の被害防止対策を行う場合、まず第一に、
被害を引き起こす要因を知ることが重要である。その上で、被害
要因に対応した対策を行う必要がある。野生鳥獣による被害を左
右する主な要因としては、以下の3つが考えられる（図1.1）。

図1.1 野生鳥獣による農作物被害を左右する要因

農作物への被害は、これらの要因が絡み合って発生し、またそ
れぞれの要因は、相互に関連し合う。したがって、これらの要因
に対応し、被害を減少させるためには、野生鳥獣の管理手法であ
る「個体数管理」、「生息地管理」、「被害防除」の3つを総合的に
進めて行く必要がある。

1 鳥獣害対策の基本的な考え方
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（1）個体数管理

個体数管理とは、地域個体群の長期にわたる安定的な維持と被
害の低減を図るために、野生鳥獣の個体数、生息密度、分布域又
は群れの構造などを適切に管理することである。
個体数管理は生息地管理と同様に、長期的かつ広域で取り組む

必要があるため、科学的データに基づき都道府県が特定鳥獣保護
管理計画（以下、「特定計画」という。）を策定し、試験研究機関
や狩猟者団体等と連携して進める必要がある。

1）管理のポイント

○都道府県毎に特定計画を策定し、対象鳥獣の個体数管理の達成
目標を設定する。また、市町村段階の実行計画を作成すること
により、被害状況に応じた的確な個体数管理を行う。
○対象鳥獣の個体数管理を効果的・効率的に行うために、特定計
画に沿って、猟期延長、狩猟禁止・制限の解除や緩和などの措
置を行う。
○個体数管理に当たっては、年次別・地域別の捕獲等の数量配分
の考え方を特定計画に設定するとともに、捕獲等の実施状況を
調整しつつ、目標達成を図る。また、特定計画に基づいた各市
町村の実施計画と毎年の実施状況を管理・調整する。

2）管理の留意点

○特定計画による個体数管理の実施に向けて都道府県主催のシン
ポジウムなどを開催し、一般住民との合意形成を図る。
○特定計画に基づいた捕獲の実施に当たっては、雌雄別、成獣・
幼獣別の捕獲個体の優先順位などについて専門家を交え協議を
行う。
○捕獲目標の着実な達成を図るため、年度途中における地域別の
進行管理を徹底する。その際特に、関係部局間（環境部局と農
林部局）の連携の強化に努める。
○個体数調整による被害軽減効果は、未知の部分が多いため、対
象鳥獣の生息状況のモニタリング調査結果などを踏まえて、専
門家などと検討し、計画的及び科学的管理による適切な捕獲を
行う。
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（2）生息地管理

生息地管理とは、野生鳥獣の生息地を適切に整備すること、あ
るいは野生鳥獣の生息地と農地との間に緩衝地帯を設けることに
よって、農地や集落への出没を減少させ、被害を減らす管理であ
る。
生息地管理によって、農作物被害を減少させるためには、長期

的及び短期的な目標設定のもとで取り組む必要がある。また、野
生鳥獣の生息環境の保全・再生については、おもに国や都道府県、
市町村など行政が実施主体となって進める必要がある。

1）管理のポイント

○人工林の間伐などにより林床植物の発生、広葉樹林の育成など、
野生鳥獣の生息環境となる森林等を適切に整備する。
○里山に放置された雑木林の刈り払いなどの管理を行う。
○道路やダムなどで分断された野生鳥獣の行動域や移動経路（コ
リドー）を繋ぎ、本来の生息環境の連続性を確保する。
○集落、農地（耕作地）と野生鳥獣の生息地である森林等との間
に帯状に見通しのよい空間（緩衝地帯）を人工的に整備して、
野生鳥獣が森林等から農地へ出没しにくい環境をつくり出す。

2）管理の留意点

○生息地管理を行うには、地権者との合意形成が必要となるため、
目的を明確に説明して合意が得られるよう、事前に地権者へ働
きかけを行う。その際、地権者が集落以外の場合もあり、調整
に時間を要することにも留意する必要がある。
○広域の環境改変を進めるためには、社会的な要請や合意を得る
必要があり、特定の鳥獣の保全ではなく、生態系全体を考慮し
た計画とする必要がある。
○野生鳥獣の生息環境の管理については、未知な点が多いため、
モニタリングを行い、その手法と効果を検証しながら、実施し
ていく必要がある。特に、森林等の生息地内での被害発生の防
止にも十分な対策を行う。
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（3）被害防除

被害防除とは、農林業や人身に対する被害発生の原因やプロセ
スを解明し、様々な被害防止技術を用いて被害の軽減を図る手法
である。被害状況（加害獣種、被害の発生時期や頻度、被害対象
作物、被害地域の範囲など）を把握し、適切な被害防止技術を選
択する。
農作物被害に対する被害防除は、農家を中心とした地域・集落

の住民が一体となって主体的に取り組み、行政や普及指導センタ
ー、試験研究機関等がそれを支援する形態が最も効果的である。

1）防除のポイント

○野生鳥獣の餌となる放任された果樹や農作物残渣をなくすこ
と、耕作放棄地をなくすことなどにより、地域ぐるみで集落周
辺の環境を整備し、野生鳥獣が侵入したり定着したりしないよ
うな、野生鳥獣にとって魅力のない集落づくりを進める。
○被害発生の原因を把握し、獣種や加害レベル、地形などに合わ
せた適切な防護柵を地域ぐるみで設置し、住民自らが中心とな
ってその維持管理を行う。
○地域ぐるみで野生鳥獣に対して追い払いなどの威嚇を行い、野
生鳥獣の人慣れ度を低減させる。

2）防除の留意点

○集落内において、継続的・計画的な対策が実施できる体制づく
りを行う。
○集落に対して適正な鳥獣害対策の知識や技術を伝えるための情
報拠点づくりを行う。
○集落の対策に係わることができる人員や、投じることができる
予算を考慮した対策計画を立てる。また、国、都道府県、市町
村の補助事業の導入も併せて検討する。
○被害が激化する前（鳥獣が恒常的に農地に侵入する前）の初期
段階で総合的対策を講じると、対策の効果が出やすい。
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（1）地域ぐるみの面的対策が基本

被害防止対策においては、個々の農家による点的対策を追求す
るのではなく、地域ぐるみによる面的対策に取り組むことが重要
である。
集落がまとまらず、防護柵の設置等の対策を個々の農家が行う

点的対策を行った場合は、被害対策を行った農地以外の近隣農地
に被害が分散し地域全体としての被害は軽減しにくく、個人の経
費負担も重くなる。しかし、地域ぐるみの面的対策を行った場合
には、地域における被害が軽減でき、かつ個人の経費負担につい
ても軽減することが可能である。

（2）対策の組み合わせが重要

これまでは防護柵の設置、有害鳥獣捕獲など単発的な対策を中
心に行われてきたが、被害の大幅な軽減には至っていない場合が
多い。被害の軽減を確実に行うためには、都道府県で策定する獣
種別の特定計画などにしたがい、前述した3つの管理手法を組み
合わせ、中長期的な視点に基づく総合的対策を地域ぐるみで実施
する必要がある。

2 地域ぐるみによる被害防止対策
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（1）基本姿勢ときっかけづくり

一般に病害虫対策については、ほ場ごとに耕種的防除、生物的
防除や化学合成農薬による防除を組み合わせて実施することによ
って、発生密度の低減効果が得られるように技術指導を行い、個
別農家の技術指導の積み重ねから徐々に地域へ発展させて、地域
全体の発生密度を下げる手法をとる場合が多い。
一方、鳥獣害対策では病害虫対策と異なり、基本的に防護柵の

設置等ハード対策が不可欠であるため、数戸の個別農家が点的対
策を行っても、地域全体としての被害軽減効果は低く、地域の被
害軽減を行うためには、面的対策を誘導することが必要になる。
このため、鳥獣害対策は個々の技術指導というより集落営農の

一環としてとらえるべきであり、集落の特定農家による営農組合、
集落全体の農家による農業改良組合、集落全体の農家と非農家と
もに参画する自治会などの組織を対象に、早期に地域ぐるみの対
策にもっていくように技術指導を行う。地域ぐるみ対策への誘導
方法の一つを次に紹介する。

①弱点チェック
紙ベースで弱点チェックリスト「鳥獣害に強い集落・ほ場の判

定リスト」（⇒第Ⅰ章23ページに掲載）を用いて、農家やその他
の住民（以下「住民」という。）によるチェックを試みる。
②弱点の自覚
弱点チェックリストの結果に基づき、住民とともに集落内・周

辺や農地を歩いて、実際にフィールドベースで放任果樹、生ゴミ
の放棄、被害状況などのフィールドチェックを行う。
③弱点の共有化
これらの情報を地図上に落として、集落の弱点を洗い出し、住

民自らに問題点を共通認識させる。
④弱点改善のための具体的・効果的な対策技術の提案
・集落・農地周辺の放任果樹や農作物の残渣などの無意識な餌

3 地域ぐるみの体制づくり

13



付け行為の改善。
・野生鳥獣の侵入ルートの確認による効果的な追い払い。
・出没獣種に合わせた、農作物の適切な作付け配置。
・獣種や被害レベル、設置場所（地形）、資金、労働力などを
考慮した適切な防護柵の選定など。

（2）取組に対する仲間意識と対策における連携

地域ぐるみの対策を実施するためには、組織連携による防除体
制が必要になる。普及指導センター、市町村、ＪＡ等の地域指導
機関がコーディネーターとなって調整を行い、被害集落の組織や
関係機関を取りまとめる。農作物の被害防止対策の効果を最大限
に発揮するには、図1.2のような連携体制を構築するのが望まし
い。
例えば、防護柵の設置などの作業は、普及指導センターなど地

域指導機関の指導のもと、地元住民が主導で実施するようにする。
被害住民と関係者が共に汗をかいて協働することによって、仲間
意識・連体意識が生まれ、地域ぐるみの対策へと誘導しやすくな
る。防護柵の設置後は、集落内に管理組織を結成し、定期的・連
続的に管理するように指導する。

◆防護柵、追い払い、緩衝地帯の設置（放牧や林縁伐採）など各
種の被害防除対策を地域ぐるみで駆使して被害を防ぐ。
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図1.2 被害防止対策の組織体制モデル

15



（1）なぜ合意形成が必要か

地域ぐるみの対策を実施するには、まず集落内の合意形成が必
要となる。集落内の合意形成が得られれば、面的対策や維持管理
作業が容易になる。

（2）どのような手法で合意形成をしていくのか

集落ごとでそれぞれ状況が異なるため、合意形成については、
集落の状況に合わせて段階的に行う必要がある。
集落や地域内での住民の意見は多様であり、例えば、集落内に

は、農家と非農家、山側の被害住民とあまり獣害が深刻となって
いない山林から離れている住民が混在している。そのような集落
状況の中で、効果的な地域ぐるみの対策を行うためには、集落を
一つの方向へ誘導する必要がある。その誘導方法を以下に示す。

①集落に農業関係組織が存在しない場合
初期は個々の農家に対する技術指導から始め、次に関心のある

農家全体に呼びかけて研修会などを定期的に開催して、小さな団
体へ誘導する。さらにその集団を徐々に拡大して、地域ぐるみに
よる対策へと誘導する。
②集落に農業関係組織が存在する場合
被害発生初期では、被害意識は個々の農家から発生する場合が

多いが、被害発生の初期段階において、地域指導機関と地域の組
合長などの役員との組織間の対策検討から入ると、合意形成が得
られやすい。
そこで、共通認識が得やすい営農組合など農業関係組織の合意

形成から始め、次に非農家を含めた自治会などの組織へと対象を
拡大することで、集落全体の合意形成が得られるように誘導する。

4 地域住民の合意形成づくり
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1）地域のコーディネート　

集落の合意形成は、前述の手法で地域ぐるみの面的対策へ誘導
する。組織間での役割分担などのコーディネートは、地域の実情
に応じて普及指導センター、市町村、ＪＡ等地域指導機関が行う。
具体的な誘導方法の例は次のとおりである。
①集落組織等（農業関係組織、自治会など）、市町村役場、普
及指導センターの3者間の対策会議を持つ。そこで、集落組
織等から被害状況などについて、現地検証も含めたヒアリン
グを行う。

②地域指導機関が、集落組織等に具体的対策素案を提示する。
③次年度に向けて補助事業などを組み入れることができるか協
議する。

④対策会議で一定の合意が得られれば、集落組織等は、次に対
策素案を役員会にかける。そこで合意が得られれば、その時
点で地域ぐるみの対策がほぼ可能となる。

⑤対策素案を集落組織等の総会にかけ、その時に地域指導機関
が住民に対策素案について説明し、最終的に議決を得て、地
域ぐるみによる対策を開始する。

集落の合意形成ができれば、地域指導機関などが中心となって、
防除体制づくりをコーディネートする（3の（2）「取組に対する
仲間意識と対策における連携」を参照）。さらに、集落と行政、
狩猟者団体、試験研究機関などの関係機関との間で（都道府県鳥
獣害対策協議会などの場で）合意形成を図り、総合的対策へ向け
た指導を行う。

2）集落を総合的対策へ誘導する手法

被害住民にとって、獣害は突然降りかかってきた災害のような
ものであり、被害者意識が強い。そのため、対策は行政が中心に
行うものであるという考えが主流を占める。しかし、集落が受け
身の姿勢であれば、いつまでたっても地域の被害軽減は望めない。
したがって、まず集落の人たちに、「総合的対策が必要であり、
防護柵の設置や有害鳥獣捕獲だけの対処療法的な対策では、抜本
的な被害軽減につながらない」ということを理解してもらう必要
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がある。また、農家や住民は、鳥獣害対策に関する基礎的知識が
ほとんどない場合が多い。
このため、公民館などで地域指導機関などの主催による鳥獣害

対策研修会を継続的に実施し、地域ぐるみでの対策の必要性につ
いて理解を促し、農家や住民の意識改革を行う。
研修会では、有害鳥獣の生態、物理柵・電気柵の原理と設置方

法などの基礎的知識を研修指導する。また、里の餌場価値を下げ
るなど基礎的な鳥獣害対策の考え方、地域ぐるみの対策の重要性
などについても研修する。
このように研修会などを通して、徐々に住民の意識を変えてい

くことで、住民主導的な総合的対策へ誘導する。1、2回の研修
では意識改革はできないが、それを繰り返すことによって徐々に
意識変化が見られるようになる。この場合、総合的対策の成功事
例を頭に入れておくと誘導しやすい。以下、研修会における提案
例を示す。

■意識改革の事例紹介

例えば、猿害多発地域において、Ａ氏とＢ氏とが山沿いにおい
て隣同士で家庭菜園を行っていると仮定する。
Ａ氏らは、毎年この地で楽しみ目的で家庭菜園を行っている。

しかし、近年、サルによる被害が多く、収穫物はほとんど食べら
れない状況にある。そこで、Ａ氏が図1.3のとおり防護柵を設置
した。設置以降、Ａ氏の畑は被害がなくなったが、Ｂ氏の畑へ被
害が集中した。そのとき、Ｂ氏は次のように話した。
「Ａさんが自分の畑だけを防護柵で囲んだから、サルがみんな

こっちの畑へ来た。Ａさんは自分のことだけを考えている勝手な
人だ。人が迷惑していること分かっているのだろうか？」
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図1.3 集落・地域の鳥獣害対策に関する理想的意識改革のモデル

ここで考えてみる。被害を防ぐ上で重要なことは、集落全体で
「里の餌場価値を下げる」ということである。Ａ氏が防護柵で囲
んだら、Ｂ氏は「Ａさんは集落の餌場価値を下げるため、みんな
のことを考えて防護柵で囲んでくれたのだな。私もみんなのため、
集落の餌場価値を下げるために何か協力しなければ。」と考える
ように、個々の住民の意識改革を行う必要がある。
ここでは家庭菜園という小規模面積の話だが、規模が集落、市

町村、都道府県と大きくなっても同様のことが言える。Ａ町がハ
ード事業で大規模に防護柵を設置したところ、隣のＢ町で野生獣
による被害が増大した。Ｂ町役場の鳥獣害対策担当者は、Ａ町役
場を非難する。こういう状況は地域での鳥獣害対策会議でしばし
ば見受けられる。そもそも鳥獣害対策は、便宜的に区切られた市
町村単位で行うものではなく、対策の対象地域は鳥獣の生息地と
その周辺の里山であり、その生息地を取り巻くＡ町、Ｂ町、Ｃ町、
Ｄ町…それぞれが協力した総合的対策を講じることにより、初め
て地域の被害が軽減できる。
鳥獣害対策は、集落、行政など関係者の協力関係が必要であり、
そのためには、被害農家や行政の考え方に対する意識改革が必要
である。これら意識改革を行って、地域ぐるみの総合的対策へ誘
導することが、地域指導機関の最も重要な仕事である。
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3)鳥獣害対策における合意形成づくりの具体例(滋賀県)

滋賀県東近江地域振興局農産普及課（旧東近江地域農業改良普
及センター）では、平成16年度に課内に獣害対策チーム（平成
18年度：普及8名＋行政1名、9名全員が兼務による担当）を発
足させ、普及計画を策定して集落の合意形成を核とした獣害対策
指導を行っている。

■近
おう

江
み

八幡
はちまん

市
し

島
しま

町
ちょう

近江八幡市島町では、ワイヤーメッシュ柵やネット柵の設置、
農地と山林との間での緩衝地帯の設置、羊の放牧など、イノシシ
の被害に対して地域ぐるみによる総合的対策の普及指導を行って
きた。その結果、被害は著しく軽減した。本地域において、どの
ように合意形成づくりを行ってきたかを紹介する。

①地域住民に対する問題提起

◆地域住民の合意を形成するために、まず何を行ったか

○普及指導以前の本集落では、有害鳥獣捕獲や個別的な対策が中
心であったため、顕著な被害軽減にはつながっていなかった。
このため、平成15年から普及センターが対策指導に入り、集
落の役員に対して、集落に地域ぐるみによる総合的対策の重要
性についての理解を深めてもらい、まず役員との合意形成に努
めた。

◆取組のポイント

○関係機関へ呼びかけて対策プロジェクトチームを結成した。
○普及計画に基づいて、島町農事改良組合の農業組織を対象に普
及指導を開始し、プロジェクトチームのコーディネートを行っ
た。さらに、積極的に集落に出向き、役員を通して何回も研修
会を企画、開催し、地域住民へ地域ぐるみによる総合的対策の
重要性の理解を深めていった。
○農事改良組合だけでなく、非農家も含めた自治会などへ働きか
け、地域ぐるみによる被害対策の理解者を増やしていった。
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研修会 現地での協議

②地域住民の意識改革

◆意識を変えるため、何を行ったか

○地域住民の意識を変える試みとして、トタン、ネットなどの設
置を、個人ではなく、普及センター、市役所などの関係機関も
参加して集落の地域ぐるみによる共同作業で行った。多くの作
業を共同で行うことによって、さらに集落全体の合意形成が得
やすくなるよう工夫した。
○伐採地の定期的雑草管理の重要性を説明する中では、自主的、
持続的な取組の必要性を理解してもらった。 地域ぐるみによ
る対策が軌道に乗ってきた段階で、さらに住民自らが、積極的
に自立的対策に取り組むよう指導を行った。
○羊の放牧に向けた関係機関の調整が進む中、地域住民に対して、
自主的、持続的な取組の重要性を理解してもらうため、羊の放
牧による雑草管理や羊の管理（リース→集落で買い上げて周年
管理）などの問題の提起を行った。

◆取組のポイント

○地域における意識を変え、合意形成に至るまでには粘り強い調
整も必要であったため、組合役員から理解を得られるまで、3
～4回の事前協議を行った。
○緩衝地帯設置に伴う伐採予定地については、市役所と連携して
地権者と調整を行い、合意を得ていった。
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③被害対策の共同作業

◆共同作業として何を行ってきたか

○農作物残渣、生ゴミなどの適正処理。
○トタン・ネット・ワイヤーメッシュ柵の設置（市町振興総合補
助事業）。支柱用の中古農業用パイプの調整、切断作業。既存
柵の点検、補修作業。ワイヤーメッシュ柵の設置延長（市町振
興総合補助事業）。
○柵周辺と緩衝地帯の雑草管理作業。
○放牧柵設置・羊小屋設置作業、緩衝地帯での羊の放牧による雑
草管理。

◆取組のポイント

○共同で行うことによって、対策組織内の連携体制を強め、住民
自らが積極的に被害防止に参加できるよう配慮した。

共同による草刈作業 羊の放牧

■近江八幡市白
しら

王
おう

町
ちょう

島町と隣接している白王町でも平成16年から普及指導を実施
し、地域ぐるみの対策として、個人（Ｈ15）→農業組織（Ｈ16）
→自治会（Ｈ17）ヘと拡大した。平成18年からはさらに、自治
会と他地域（ＮＰＯ、ボランティア）との協働による総合的対策
に発展した。
本地域では、里山管理による緩衝地帯の設置のほか、畜産農家

の繁殖和牛の放牧も実施し、イノシシ対策の他、近江牛の振興と
里山景観向上も併せた取組に発展させた。その結果、平成16年
以降の被害はなくなっている。

22



●集落チェックシートの活用

地域ぐるみの被害防止対策を行うためには、初めに、地域住民
が鳥獣の生態や被害防止対策の方法を知り、自ら対策に取り組む
やる気を持つこと、地域全体で共通認識と目標を持って取り組む
ことが重要である。
そこで、住民などの意識を高めるための一つの方法として集落

チェックシートを活用する。住民などがこの集落チェックシート
の判定リストに取り組むことによって、地域における問題点を自
覚し、被害防止対策の優先順位や内容を確認し、さらに長期的な
対策（個体数調整や生息地の環境整備を含む）の重要性に気づい
てもらうように活用することが望ましい。次頁以降にチェックシ
ートの具体例を挙げた。

1）ステップ1：鳥獣害に強い集落・ほ場の判定リストの活用
「鳥獣害に強い集落・ほ場の判定リスト」を使い、住民自ら

各々の集落における鳥獣害対策の取組状況を評価してもらう。そ
の評価の過程で、住民が地域における問題点を自覚してもらうた
めに活用する。但し、チェックシートの○の数の多少に基づき判
定することが目的ではないことに留意する必要がある。

2）ステップ2：鳥獣害に強い集落・ほ場を作る取組リストの活
用
「鳥獣害に強い集落・ほ場を作る取組リスト」を活用し、鳥獣

害対策の取組の優先度を明確にし、住民の対策に対する共通認識
とする。

3）ステップ3：鳥獣害対策の取組計画の策定
ステップ1と2で得た情報を参考に、住民主体で鳥獣害対策の

取組計画を策定する。これによって集落住民の共通目標がつくら
れる。
なお、ステップ3でつくられた取組計画目標を基に、数ヶ月～

1年ごとに対策への取組状況を検証することで、対策の見直しや
年度別の実施計画を作成するなど継続的な鳥獣害対策に努める。
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